
令和６年度起業支援による女性活躍のまちづくりを通じた関係人口創出事業 

委託業務プロポーザル審査要領 

 

茅野市では、「令和６年度起業支援による女性活躍のまちづくりを通じた関係人口創出

事業委託業務」を実施するにあたり、本業務に最も適した提案者を特定するため、「茅野

市プロポーザル方式実施要綱」に基づく審査について、本要領を定める。 

２ 審査会の設置 

茅野市プロポーザル方式実施要綱第５条に基づき、「令和６年度起業支援による女性

活躍のまちづくりを通じた関係人口創出事業委託業務プロポーザル審査会」（以下「審

査会」という。）を設置する。審査会の所掌事項は、茅野市プロポーザル方式実施要綱

第６条による。審査会の会議は、茅野市プロポーザル方式実施要綱第７条による。 

３ 審査会 

（1）任務 

審査会は、最も適した提案者を選定に関することを審議する。 

（2）審査委員 

審査委員は、次のとおりとする。 

ア 委員長 茅野市産業経済部長 

イ 委 員 その他委員長が必要と認める者 ７名以内 

（3）会議 

ア 審査会の会議は、委員長が招集する。 

イ 審査会には、提案者の出席を求め、提案内容の説明等をさせることができる。また、

この場合、委員長の決するところにより、Web会議等の手段による出席とすることが

できる。ただし、Web会議に用いる URLについては、委員長が指定するツールに基づ

き、提案者が用意する。 

ウ 委員長は、必要があるときは、委員及び提案者以外の者の出席を求め、意見を聞く

ことができる。 

エ 委員長は、簡易な事項又は急を要する事項については、会議に代えて書面により委

員の意見を求めることができる。 

４ 審査方法 

（1）審査対象 提案書類、プレゼンテーション及びヒアリング 

（2）評価基準 別表のとおり 

（3）採点方法 プレゼンテーション及びヒアリング終了後、速やかに審査会を開催し、

各委員が審査基準に基づき採点する。委員の採点結果を集計し、評価項目ごとの平均点

を「審査会評価点」とする。 

（4）提案者の特定 「審査会評価点」の合計が 60 点以上、かつ最も高い点数を獲得し

た者を最適仕様の提案者として特定する。得点が同点の際には、委員の過半数で決し、可

否同数の時は、会長の決するところによる。 


